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１ 

地域医療支援病院の承認手続について（案） 

 

 

 
１ 地域医療構想調整会議における協議 

 地域医療支援病院としての承認が地域における病床機能の分化及び連携に

影響を与えることが想定されることから、あらかじめ当該病院が所在する構

想区域の地域医療構想調整会議において協議した上で、その協議結果及び地

域の実情を踏まえて本審議会で審議するものとする。 

 

 

２ 管理者の責務の追加 

（１）責務の追加  

 当該病院の管理者の責務として、「地域における医療の確保を図るために

特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項」を追加できること

となった。（令和３年４月１日施行） 

（２）審議 

 当該事項を定め、又は変更しようとする場合には、地域医療構想調整会

議において協議するとともに、本審議会において審議する。 

 責務の内容が提案された場合においては、承認申請を行った病院に当該

責務に関する実施計画の策定を求め、本審議会において当該計画を確認し

た上で承認を行う。 

  



２ 

【関連法令】 

〇 医療法 

第１６条の２ 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところに

より、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一～六 （略） 

七 その他厚生労働省令で定める事項 

     

〇 医療法施行規則 

第９条の１９ 法第１６条の２第１項第７号に規定する厚生労働省令で定める

事項は、次に掲げる事項とする。 

一 （略） 

二 地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要で

あるものとして都道府県知事が定める事項 

２ （略） 

３ 都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならな

い。 

 

〇 医療法の一部を改正する法律の施行について（平成１０年５月１９日 厚生省健康政策局長通知） 

第２ 地域医療支援病院に関する事項 

３ 承認に当たっての留意事項 

⑹ その他 

① （略） 

② 承認に当たっては、新法第４条第２項に基づきあらかじめ都道府

県医療審議会の意見を聴くこととされているが、その際には、当該

承認が地域における病床の機能の分化及び連携に影響を与えること

が想定されることから、あらかじめ当該病院が所在する構想区域の

地域医療構想調整会議において協議した上で、当該協議の結果や当

該病院が所在する二次医療圏及び都道府県の実情を踏まえて審議が

行われるよう留意すること。   

③ 承認に当たっては、令和３年改正省令による改正後の医療法施行

規則第９条の１９第１項第２号において、管理者の責務として、

「地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に

必要であるものとして都道府県知事が定める事項」が規定されてい

ることに留意すること。具体的には、地域の実情を踏まえつつ、病

床の機能の分化及び連携を推進する観点から、承認がなされた際に

どのような責務を追加すべきか、地域医療構想調整会議において協

議するとともに、都道府県医療審議会において審議し、責務の内容

が提案された場合においては、承認申請を行った病院に当該責務に

関する実施計画の策定を求め、都道府県医療審議会において当該計

画を確認した上で承認を行うこと。 

④～⑤ （略） 



３ 

地域医療支援病院の承認手続の流れ 

 

【主な流れ】 

申請者（病院） 医療整備課・保健所 
地域医療構想調整会議・

医 療 審 議 会 

   

・ 地域医療構想調整会議及び医療審議会において責務が提案された場合、申請者に

責務に関する実施計画の策定を求め、医療審議会で計画内容を確認した上で承認を

行う。 

・ 地域医療構想調整会議における協議及び医療審議会における審議を通して、具体

的な責務が提案されている場合は、承認を行った後に、当該提案に基づき責務を追

加する場合は、協議・審議は既に行っているとみなして差し支えない。 

事 前 相 談 

名称承認申請書の提出 受 付・審 査 

承認要件確認 

地域医療構想調整会議 

 

医療審議会 

責務の追加 

責務に関する 

実施計画提出 

受  理 

医療審議会 

承認証の交付 承 認 

※ 責務が提案された場合 

※ 

責
務
が
提
案
さ
れ
な
い
場
合 



４ 

 

地域医療支援病院制度の概要                       

１ 趣旨 

地域医療支援病院の制度は、医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に

対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じてかかりつけ医等を支援

する能力を備え、かかる病院としてふさわしい構造設備等を有するものについて、

知事が地域医療支援病院の名称を承認するものであり、平成９年の医療法改正

（平成１０年４月１日施行）で制度化されたものである。 

 

２ 開設できる者 

国、都道府県、市町村、社会医療法人、公的医療機関、医療法人、一般社団法

人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、独立行政法人地域医療機能推進機

構、エイズ治療拠点病院又は地域がん診療拠点病院であり、かつ地域医療支援に

実績を有する病院の開設者等 

 

３ 承認要件 

(1) 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備さ

れており、次のいずれかの場合に該当していること。 

ア 紹介率が８０％以上であること。 

イ 紹介率が６５％以上で、かつ、逆紹介率が４０％以上であること。 

ウ 紹介率が５０％以上で、かつ、逆紹介率が７０％以上であること。 

    紹 介 率 ＝            ×１００ 

 

    逆紹介率 ＝            ×１００ 

   ※初診患者の数には、救急患者等の数は含めない。 

(2) 病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、地域の医療従事者

の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。 

(3) 救急医療を提供する能力を有すること。 

(4) 地域の医療従事者の資質向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。 

(5) 厚生労働省令で定める数（２００床）以上の患者を入院させるための施設を 

  有すること。 

(6) 地域医療支援病院として、次の施設を有し、かつ必要な記録を備えること。 

集中治療室、診療に関する諸記録、検査施設(化学､細菌､病理)、病理解剖室、

研究室、講義室、図書室、救急用又は患者輸送用自動車、医薬品情報管理室 

 

４ 医療審議会の意見 

地域医療支援病院の名称承認を行うに当たっては、あらかじめ、県医療審議会

の意見を聴かなければならない。

紹介患者の数 

初診患者の数 
逆紹介患者の数 

初診患者の数 

参考資料 



５ 

 

５ 承認状況 

全国的には、令和２年１１月末日現在で６５２病院が承認されている。本県で

は、これまでに次の２２病院を承認している。 

 病 院 名 所 在 地 承認年月日 

１  埼玉県立小児医療センター さいたま市 
平成１０年１０月 １日 

（令和 ３年 ４月 １日） 

２  東松山医師会病院 東松山市  平成１４年 ２月１８日 

３  北里大学メディカルセンター 北 本 市 
平成１５年 ７月２９日 

（平成２０年 ４月 １日） 

４  埼玉石心会病院 狭 山 市 平成１６年 ７月２８日 

５  行田総合病院 行 田 市 平成１６年１１月 ５日 

６  埼玉県済生会栗橋病院 久 喜 市 平成１９年 ８月１７日 

７  深谷赤十字病院 深 谷 市 平成１９年 ８月１７日 

８  埼玉病院 和 光 市 平成１９年１１月 ２日 

９  埼玉県済生会川口総合病院 川 口 市 平成２０年 ８月２９日 

10  埼玉県立循環器・呼吸器病センター 熊 谷 市 
平成２１年 １月３０日 

（令和 ３年 ４月 １日） 

11  さいたま市民医療センター さいたま市 平成２２年 ９月 １日 

12  さいたま赤十字病院 さいたま市 平成２３年 ８月２９日 

13  西埼玉中央病院 所 沢 市 平成２４年 ７月３１日 

14  上尾中央総合病院 上 尾 市 平成２７年１１月２０日 

15  獨協医科大学埼玉医療センター 越 谷 市 平成２９年１０月２４日 

16  さいたま市立病院 さいたま市 平成２９年１０月２５日 

17  川口市立医療センター 川 口 市 平成２９年１０月２５日 

18  新久喜総合病院 久 喜 市 平成３０年１０月２２日 

19  埼玉医科大学総合医療センター 川 越 市 令和 元年 ９月２６日 

20  埼玉医科大学国際医療センター 日 高 市 令和 元年 ９月３０日 

21  戸田中央総合病院 戸 田 市 令和 ２年 ９月１１日 

22  埼玉メディカルセンター さいたま市 令和 ２年 ９月１８日 

                     ※カッコ書きは開設者変更に伴う再承認年月日 



済生会栗橋病院

令和３年９月３日
保健医療部医療整備課
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